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告     示 

和歌山県告示第1371号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

令和4年12月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象 

とする障害 

種   別 

事業者の名称 
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定 

年月日 

3021000

728 

ダリア 橋本市市脇五丁

目5-17 

共同生活援助 身体障害者 

（聴覚障害者

に限る。） 

知的障害者 

精神障害者 

難病等対象者 

株式会社Rily 奈良県大和高田

市内本町6番18

号 

令和 

4.12.1 

 

和歌山県告示第1372号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

令和4年12月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象 

とする障害 

種   別 

事業者の名称 
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定 

年月日 

3011310

251 

生活介護事業所

ラテ 

伊都郡かつらぎ

町三谷1620-4 

生活介護 特定なし 合同会社つか

まろ 

伊都郡かつらぎ

町三谷1620-4 

令和 

4.12.1 

県 章 
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和歌山県告示第1373号 

和歌山県橋本市北馬場の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第1

9条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和4年12月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県橋本市 

2 調査を行った時期 

平成31年3月5日から令和4年3月18日まで 

3 成果の名称 

和歌山県橋本市北馬場の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県橋本市北馬場の一部地区 

5 認証年月日 

令和4年12月1日 

 

和歌山県告示第1374号 

和歌山県伊都郡九度山町大字丹生川の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律

第180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告す

る。 

令和4年12月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県伊都郡九度山町 

2 調査を行った時期 

令和2年5月26日から令和4年3月30日まで 

3 成果の名称 

和歌山県伊都郡九度山町大字丹生川の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県伊都郡九度山町大字丹生川の一部地区 

5 認証年月日 

令和4年12月1日 

 

和歌山県告示第1375号 

和歌山県日高郡印南町大字印南原の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第

180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和4年12月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県日高郡印南町 

2 調査を行った時期 

令和2年5月26日から令和4年3月18日まで 

3 成果の名称 
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和歌山県日高郡印南町大字印南原の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県日高郡印南町大字印南原の一部地区 

5 認証年月日 

令和4年12月1日 

 

和歌山県告示第1376号 

和歌山県西牟婁郡白浜町玉伝の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和4年12月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町 

2 調査を行った時期 

平成31年4月2日から令和4年1月28日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町玉伝の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡白浜町玉伝の一部地区 

5 認証年月日 

令和4年12月1日 

 

和歌山県告示第1377号 

和歌山県西牟婁郡白浜町才野の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和4年12月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町 

2 調査を行った時期 

令和2年4月1日から令和4年2月25日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡白浜町才野の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡白浜町才野の一部地区 

5 認証年月日 

令和4年12月1日 

 

和歌山県告示第1378号 

和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本深谷の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律

第180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告す

る。 

令和4年12月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  
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1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡すさみ町 

2 調査を行った時期 

令和2年5月26日から令和4年3月29日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本深谷の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本深谷の一部地区 

5 認証年月日 

令和4年12月1日 

 

和歌山県告示第1379号 

和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第

180号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和4年12月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県西牟婁郡すさみ町 

2 調査を行った時期 

令和2年5月26日から令和4年3月29日まで 

3 成果の名称 

和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見の一部地区 

5 認証年月日 

令和4年12月1日 

 

和歌山県告示第1380号 

和歌山県東牟婁郡串本町田原の一部地区における地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180

号）第19条第2項の規定により、国土調査の成果として認証したので同条第4項の規定により公告する。 

令和4年12月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 調査を行った者の名称 

和歌山県東牟婁郡串本町 

2 調査を行った時期 

令和2年5月26日から令和4年3月2日まで 

3 成果の名称 

和歌山県東牟婁郡串本町田原の一部地区の地籍図及び地籍簿 

4 調査を行った地域 

和歌山県東牟婁郡串本町田原の一部地区 

5 認証年月日 

令和4年12月1日 

 

和歌山県告示第1381号 
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次のように道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、

告示する。 

その関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

令和4年12月13日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

道路の種類 一般国道 

路線名 370号 

供用開始の区間 海草郡紀美野町松ヶ峯字切口356番1地先から同町松ヶ峯字東尾50番9地先まで 

供用開始の期日 令和4年12月13日 
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